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市長の給料の額等について（答申） 

 

 令和７年１２月１日付け北総総発第１１６号で、当該審議会に対し、意見

を求められた標記の件について、別紙のとおり答申します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



答 申 書 
 

 

令和７年１２月１日、市長から諮問を受けた議員の議員報酬の額並びに市

長、副市長及び教育長の給料の額等について、当審議会において審議を行っ

た。 

この審議に当たっては、県内他団体の特別職の報酬等の額及び改定状況、

人事院勧告に伴う一般職の職員の給与改定の状況、特別職の期末手当の支給

月数の引上げ等を考慮し、広範な角度から慎重に検討を行い、次のとおりと

することが適当であるとした。 

 

 

１ 議員の議員報酬の額について 

 

  議員の議員報酬の額を次のとおりとする。 

 

 ⑴ 議 長   ４５４，０００円 

 

 ⑵ 副議長   ３９１，０００円 

 

 ⑶ 議 員   ３７２，０００円 

 

 

２ 市長、副市長及び教育長の給料の額について 

 

市長、副市長及び教育長の給料月額を次のとおりとする。 

 

 ⑴ 市 長   ９００，０００円（改定なし） 

 

 ⑵ 副市長   ７６０，０００円（改定なし） 

 

 ⑶ 教育長   ７０３，０００円（改定なし） 

 

 

３ 改定の実施時期 

 

  この改定の実施時期については、令和８年４月 1日とする。 



４ 付帯意見 

 

 市長、副市長及び教育長の給料の額については、県内他団体の特別職の

報酬等の額及び改定状況、特別職の期末手当の支給月数の引上げ等を勘案

し、県内他市及び類似団体の状況との比較においても均衡を逸していない

ことから、据置きとすることが適当であると判断した。 

  一方、議員報酬の額については、近年物価高騰が続く中、長らく県内他

市及び類似団体の平均水準を下回っている状況にある。市議会議員は、市

民の信託を受け、市政運営における重要な意思決定及び行政監視の役割を

担う立場にあることから、その職責に見合った待遇を確保することは、議

会機能の維持・強化の観点からも必要である。また、相応の待遇を確保す

ることにより、多様な人材が議会に参画しやすい環境を整えることは、市

政の健全な発展に資するものである。これらの点を踏まえ、議員報酬につ

いては引上げの改定を行うべきであると判断した。 

なお、議員報酬の改定に当たっては、本市の財政状況や市民感情を考慮

し、更なる議会改革の推進に取り組むことが必要であるという判断に至っ

たことを付言する。 

 


